
随 意 契 約 理 由 

令和 6 年（2024 年）11 月 29 日 

契 約 担 当 課 名 空港課 

発 注 担 当 課 名 空港課 

契 約 名 称 原田緑地開園準備業務 

契 約 内 容 原田緑地の開園準備業務一式 

契 約 締 結 日 

及 び 契 約 期 間 

令和 6年（2024年）11月 29日 

令和 6年（2024年）11月 29日～令和 7（2025）年 8月 31日 

契 約 の 相 手 方 

（所在地・名称） 

大阪市中央区本町四丁目３番９号 

株式会社 KUL 代表取締役  吉田 滋 

契 約 金 額 1０，０６５，０００円 

随 意 契 約 理 由 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第１項 第 6 号に該当） 

本業務で作成する利用規則は、開園直後の原田緑地の管理運営のた

め、事前に作成する必要があり、その内容は開園後の管理運営に大き

く影響する。 

また、リーフレットやホームページなどは、本緑地の事前 PR及び

開園直後からの利用案内のため、事前に作成する必要があり、開園後

に指定管理者に引き継ぎ運用していく観点からも、開園後の更新を見

越して設計する必要があり、これらの作成には本緑地の指定管理予定

者との協議等が必要になる。 

さらに、ホームページへの問合せ対応は、本緑地を熟知する指定管

理予定者との調整が必須な業務となる。 

こうしたことから、本緑地の指定管理者となる「HARADA緑と風

のエアガーデングループ・管理運営チーム」の代表企業である上記事

業者に本業務を委託することで、履行期間の短縮、経費の節減、円滑

かつ適正な管理運営が確保できると考えられるため、同事業者と随意

契約を締結するもの。 

 


